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市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
は
、

年
間
４
・
６
５
月
、職
務
加
算
率　
20

％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
々
の
議

員
か
ら
内
容
の
異
な
る
２
件
の
一

部
改
正
条
例
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
の
提
案
は
、
職
務
加
算
を

廃
止
し
、
３
月
に
支
給
す
る
期
末

手
当
を
０
・
２
か
月
に
減
額
す
る

内
容
で
し
た
。

　

も
う
一
方
の
提
案
は
、
期
末
手

当
を
東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
の

年
間
支
給
率
で
あ
る
４
・
４
月
に

比
べ
、
０
・
２
１
５
月
を
減
額
し
、

　

月
期
支
給
率
を
１
・
９
３
５
月

12と
す
る
も
の
で
、
職
務
加
算
に
つ

い
て
は
、
市
長
や
部
長
職
と
同
率

の　

％
と
す
る
内
容
で
し
た
。
ま

14
た
、
３
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当

に
つ
い
て
は
、前
者
と
同
様
に
０
・

２
月
に
改
め
る
も
の
で
す
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
そ

11

28

れ
ぞ
れ
の
議
員
案
を
採
決
し
、
後

者
の
内
容
の
一
部
改
正
条
例
を
可

決
し
ま
し
た
。

�　

任
期
満
了
に
伴
い
、
元
企
画
財

政
部
長
池
田
隆
氏
を
収
入
役
に
選

任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

�　

ま
た
、
固
定
資
産
評
価
員
に
助

役
大
久
保
伸
親
氏
を
選
任
す
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
。

収
入
役
の
選
任
に
つ
い
て
及
び

固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
に
つ

い
て

収入役

池田　隆　氏

　

市
長
か
ら
職
員
と
同
様
、期
末

手
当
の
支
給
率
を
年
間
４
・
４
月
と

し
、職
務
加
算
の
支
給
率
を　

％
と

14

す
る
条
例
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

　

第
１
次
行
財
政
改
革
大
綱
の
達

成
や
第
２
次
行
財
政
改
革
大
綱
の

実
施
状
況
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

の
改
善
、
歳
出
総
額
に
占
め
る
人

件
費
の
割
合
の
大
幅
改
善
の
状
況

等
を
考
慮
し
、
今
回
の
提
案
と

な
っ
た
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

質
疑
終
了
後
、
こ
の
条
例
に
対

す
る
修
正
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
修
正
案
は
、
本
市
の
厳
し

い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
市
長
以

下
理
事
者
の
期
末
手
当
に
つ
い
て

は
職
務
加
算
を
削
除
す
る
内
容
で

し
た
。
ま
た
、
職
務
加
算
の
査
定

に
つ
い
て
は
業
績
を
正
し
く
評
価

す
べ
き
で
、
役
職
の
肩
書
き
で
職

務
加
算
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

理
由
も
提
案
議
員
か
ら
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　
　

月　

日
の
本
会
議
で
は
、
採

11

28

決
の
結
果
、
修
正
案
を
否
決
し
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

野
見
山
修
吉
（
市
民
の
党
）

　

職
務
加
算
は
バ
ブ
ル
時
代
に
、

公
務
員
給
与
を
か
さ
上
げ
し
た
も

の
で
、
現
状
必
要
な
い
。
今
や
職

務
給
体
系
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に

管
理
職
手
当
の
上
限
が
は
ず
さ
れ

て
お
り
、
職
務
加
算
が
な
く
て
も
、

管
理
職
へ
の
一
定
の
処
遇
は
行
わ

れ
て
い
る
。
市
長
は
提
案
理
由
で

「
本
市
の
お
か
れ
て
い
る
厳
し
い

財
政
事
情
を
踏
ま
え
、」
と
し
、
職

務
加
算
率
を　

％
か
ら　

％
に
下

20

14

げ
る
と
い
う
が
、
す
で
に
４
年
間

凍
結
さ
れ
て
お
り
、
実
際
は
提
案

理
由
と
は
逆
に
０
％
か
ら　

％
に

14

引
き
上
が
る
の
で
反
対
す
る
。

特
別
職
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

小
金
井
市
議
会
の
議
員
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
決
結
果

○賛成　　×反対　　△退席
付

託

先

議案の審議結果
付託先略称　総：総務企画委員会　厚：厚生文教委員会　
　　　　　　建：建設環境委員会　予：予算特別委員会
　　　　　　決：決算特別委員会
　　　　　　即決：委員会付託を省略し本会議で採決

会派名（人数）※議長は除く
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環
境
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自
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生
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者
ネ
ッ
ト�

改
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�
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改

革

連
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公
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党
�

日
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承　認○○○○○○○○○○○即決専決処分の報告及び承認について（平成15年度小金井市一般会計補正予算（第４回））

認　定×○×××○×○○○×決平成14年度小金井市一般会計歳入歳出決算の認定について

認　定○○○○○○○○○○○決平成14年度小金井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

認　定○○○○○○○○○○○決平成14年度小金井市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認　定○○○○○○○○○○○決平成14年度小金井市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認　定○○○○○○○○○○○決平成14年度小金井市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認定について

認　定○○○○○○○○○○○決平成14年度小金井市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

否　決×××××○×○○○×総小金井市手数料条例の一部を改正する条例

原案可決○×××○○×○○○×厚小金井市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

否　決×××××○×○○○×建小金井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

原案可決○○○○○○○○○○○建小金井市下水道条例の一部を改正する条例

原案可決○○××△○1
×1△○○○×即決特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例

否　決××○○△○1
×1○×××○即決特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案

原案可決×××××○×○○○○予平成15年度小金井市一般会計補正予算（第５回）

否　決○○○○○×○××××即決平成15年度小金井市一般会計補正予算（第５回）に対する修正案

原案可決○○○○○○○○○○○予平成15年度小金井市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）

原案可決×××××○×○○○○予平成15年度小金井市下水道事業特別会計補正予算（第２回）

否　決○○○○○×○××××即決平成15年度小金井市下水道事業特別会計補正予算（第２回）に対する修正案

原案可決×××××○×○○○○予平成15年度小金井市受託水道事業特別会計補正予算（第１回）

否　決○○○○○×○××××即決平成15年度小金井市受託水道事業特別会計補正予算（第１回）に対する修正案

原案可決○○○○○○○○○○○予平成15年度小金井市老人保健医療特別会計補正予算（第２回）

原案可決○○○○○○○○○○○予平成15年度小金井市介護保険特別会計補正予算（第２回）

原案可決△○○○△○○○○○○総職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

同　意○○○○○○○○○○○即決収入役の選任に関し同意を求めることについて

同　意○○○○○○○○○○○即決固定資産評価員の選任に関し同意を求めることについて

否　決××○○×○1
×1○×××○即決小金井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（野見

山議員ほか２名提出）

原案可決○○××○○1
×1×○○○×即決小金井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（伊藤

議員ほか13名提出）
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